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行政書士法
昭和２６年法律第４号
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第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に

関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とす

る。

（業務）

第１条の２ 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作

成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実

地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。

２ 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律にお

いて制限されているものについては、業務を行うことができない。

第１条の３ 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次

に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行う

ことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官

公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法

（平成５年法律第８８号）第２条第３号に規定する許認可等及び当該書類の受理

を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。） に 関 し て 行 わ れ る 聴 聞 又 は 弁 明 の 機 会 の 付 与 の 手
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続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為（弁護士

法（昭和２４年法律第２０５号）第７２条に規定する法律事件に関する法律事務

に該当するものを除く。）について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に

関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続

について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を

代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に

応ずること。

２ 前項第２号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則

で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士（以下「特定行政書

士」という。）に限り、行うことができる。

第１条の４ 前２条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人（第１３条の３

に 規 定 す る 行 政 書 士 法 人 を い う 。 第 ８ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） の使 用 人 と し て 前

２条に規定する業務に従事することを妨げない。

（資格）

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 行政書士試験に合格した者

二 弁護士となる資格を有する者

三 弁理士となる資格を有する者

四 公認会計士となる資格を有する者

五 税理士となる資格を有する者

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人

（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行

政 執 行 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人

法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人

を い う 。 以 下 同 じ 。） の 役 員 又 は 職 員 と し て 行 政 事 務 に 相 当 す る 事 務 を 担 当 し た

期間が通算して２０年以上（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等

学校を卒業した者その他同法第９０条に規定する者にあっては１７年以上）にな

る者

（欠格事由）

第２条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士と

なる資格を有しない。

一 未成年者

二 成年被後見人又は被保佐人

三 破産者で復権を得ないもの
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四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなってから３年を経過しないもの

五 公 務 員 （ 行 政 執 行 法 人 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 又 は 職 員 を 含 む 。） で

懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者

六 第６条の５第１項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から

３年を経過しない者

七 第１４条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から３年を経過

しない者

八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受

け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は

社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から３年を経

過しない者

第２章 行政書士試験

（行政書士試験）

第３条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な

知識及び能力について、毎年１回以上行う。

２ 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

（指定試験機関の指定）

第 ４ 条 都 道 府 県 知 事 は 、 総 務 大 臣 の 指 定 す る者 （ 以 下 「 指 定 試験 機 関 」 と い う 。）に 、

行政書士試験の施行に関する事務（総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」

という。）を行わせることができる。

２ 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうと

する者の申請により行う。

３ 都道府県知事は、第１項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、

試験事務を行わないものとする。

（指定の基準）

第４条の２ 総務大臣は、前条第２項の規定による申請が次の要件を満たしていると認め

るときでなければ、同条第１項の規定による指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に

関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び

技術的な基礎を有するものであること。

三 申請者が、試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことに

よって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

２ 総務大臣は、前条第２項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該
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当するときは、同条第１項の規定による指定をしてはならない。

一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 第４条の１４第１項又は第２項の規定により指定を取り消され、その取消しの

日から起算して２年を経過しない者であること。

三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して２年を経過しない者

ロ 第４条の５第２項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算

して２年を経過しない者

（指定の公示等）

第４条の３ 総務大臣は、第４条第１項の規定による指定をしたときは、当該指定を受け

た者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければな

らない。

２ 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、

変更しようとする日の２週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならな

い。

３ 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければな

らない。

（委任の公示等）

第４条の４ 第４条第１項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとし

た 都 道 府 県 知 事 （ 以 下 「 委 任 都 道 府 県 知 事 」 と い う 。） は 、 当 該 指 定 試 験 機 関 の 名

称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該

指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

２ 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務

所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事（試験事務を取り扱う事

務所の所在地については、関係委任都道府県知事）に、変更しようとする日の２週

間前までに、その旨を届け出なければならない。

３ 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しな

ければならない。

（役員の選任及び解任）

第４条の５ 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、そ

の効力を生じない。

２ 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分

を 含 む 。） 若 し く は 第 ４ 条 の ８ 第 １ 項 の 試 験 事 務 規 程 に 違 反 す る 行 為 を し た と き 、

又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その

役員を解任すべきことを命ずることができる。
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（試験委員）

第４条の６ 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験

委 員 （ 以 下 「 試 験 委 員 」 と い う 。） を 選 任 し 、 試 験 の 問 題 の 作 成 及 び 採 点 を 行 わ せ

なければならない。

２ 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総

務大臣に届け出なければならない。

３ 前条第２項の規定は、試験委員の解任について準用する。

（指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等）

第４条の７ 指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。第３項において同じ。）

又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。

２ 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のな

いようにしなければならない。

３ 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法（明治４０年法律第４

５号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

（試験事務規程）

第４条の８ 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試

験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。

２ 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、

委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

３ 総務大臣は、第１項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ

確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更す

べきことを命ずることができる。

（事業計画等）

第４条の９ 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年

度の開始前に（第４条第１項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっ

て は 、 そ の 指 定 を 受 け た 後 遅 滞 な く ）、 総務 大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、

委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

３ 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年

度の終了後３月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

（試験事務に関する帳簿の備付け及び保存）

第４条の１０ 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項

で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
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（監督命令等）

第４条の１１ 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めると

きは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

２ 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施

のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

（報告の徴収及び立入検査）

第４条の１２ 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めると

きは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職

員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書

類その他の物件を検査させることができる。

２ 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し

必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務

所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査

させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。

（試験事務の休廃止）

第４条の１３ 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一

部を休止し、又は廃止してはならない。

２ 総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験

事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前

項の規定による許可をしてはならない。

３ 総務大臣は、第１項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県

知事の意見を聴かなければならない。

４ 総務大臣は、第１項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府

県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

（指定の取消し等）

第４条の１４ 総務大臣は、指定試験機関が第４条の２第２項第１号又は第３号に該当す

るに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

２ 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

きる。
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一 第４条の２第１項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 第４条の６第１項、第４条の９第１項若しくは第３項、第４条の１０又は前条

第１項の規定に違反したとき。

三 第 ４ 条 の ５ 第 ２ 項 （ 第 ４ 条 の ６ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ４

条の８第３項又は第４条の１１第１項の規定による命令に違反したとき。

四 第４条の８第１項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事

務を行ったとき。

五 不正な手段により第４条第１項の規定による指定を受けたとき。

３ 総務大臣は、前２項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事

務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に

通知するとともに、公示しなければならない。

（委任の撤回の通知等）

第４条の１５ 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととすると

きは、その３月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

２ 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、

その旨を公示しなければならない。

（委任都道府県知事による試験事務の実施）

第４条の１６ 委任都道府県知事は、指定試験機関が第４条の１３第１項の規定により試

験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第４条の１４第２項の規定

により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は

指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施するこ

とが困難となった場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第４条第３

項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

２ 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなると

き、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がな

くなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならな

い。

３ 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しな

ければならない。

（試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任）

第４条の１７ 前条第１項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなった

場合、総務大臣が第４条の１３第１項の規定により試験事務の廃止を許可し、若し

くは第４条の１４第１項若しくは第２項の規定により指定を取り消した場合又は委

任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試

験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求）
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第４条の１８ 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務

大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２５条第２項及び第３項、第４６条第１

項及び第２項、第４７条並びに第４９条第３項の規定の適用については、指定試験

機関の上級行政庁とみなす。

（手数料）

第４条の１９ 都道府県は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定に

基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第４条第１項の規定

により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるとこ

ろにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができ

る。

第５条 削除

第３章 登録

（登録）

第６条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、

氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定

める事項の登録を受けなければならない。

２ 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

３ 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

（登録の申請及び決定）

第６条の２ 前条第１項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を

有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所

在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請

をしなければならない。

２ 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、

当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると

認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、

又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならな

い。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第１８条の４に規定する

資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者

二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照ら

し行政書士としての適格性を欠く者

３ 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あ
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らかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を

通じて弁明する機会を与えなければならない。

４ 日本行政書士会連合会は、第２項の規定により登録をしたときは当該申請者に行

政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由

を当該申請者に書面により通知しなければならない。

（登録を拒否された場合等の審査請求）

第６条の３ 前条第２項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるとき

は、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

２ 前条第１項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から３月を経

過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否された

ものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、

審査請求があった日に日本行政書士会連合会が同条第２項の規定により当該登録を

拒否したものとみなす。

３ 前２項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第２５条第２項及び第３項

並びに第４６条第２項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政

庁とみなす。

（変更登録）

第６条の４ 行政書士は、第６条第１項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたと

きは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の

登録を申請しなければならない。

（登録の取消し）

第６条の５ 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の

手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければ

ならない。

２ 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及

びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

３ 第６条の２第２項後段並びに第６条の３第１項及び第３項の規定は、第１項の規

定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条第３項中「第４６条第

２項」とあるのは、「第４６条第１項」と読み替えるものとする。

（登録の抹消）

第７条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該

当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

一 第２条の２第２号から第５号まで、第７号又は第８号に掲げる事由のいずれか

に該当するに至ったとき。

二 その業を廃止しようとする旨の届出があったとき。

三 死亡したとき。
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四 前条第１項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

２ 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該

当する場合には、その登録を抹消することができる。

一 引き続き２年以上行政書士の業務を行わないとき。

二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

３ 第６条の２第２項後段、第６条の３第１項及び第３項並びに前条第２項の規定は、

前項の規定による登録の抹消に準用する。この場合において、第６条の３第３項中

「第４６条第２項」とあるのは、「第４６条第１項」と読み替えるものとする。

（行政書士証票の返還）

第７条の２ 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続

人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。

行政書士が第１４条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また

同様とする。

２ 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業

務を行うことができることとなったときは、その申請により、行政書士証票をその

者に再交付しなければならない。

（特定行政書士の付記）

第７条の３ 日本行政書士会連合会は、行政書士が第１条の３第２項に規定する研修の課

程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付

記をしなければならない。

２ 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、

その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

（登録の細目）

第７条の４ この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行

政書士会連合会の会則で定める。

第４章 行政書士の義務

（事務所）

第８条 行政書士（行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使

用 人 で あ る 行 政 書 士 （ 第 ３ 項 に お い て 「 使 用 人 で あ る 行 政 書 士 等 」 と い う 。） を 除

く 。 次 項 、 次 条 、 第 １ ０ 条 の ２ 及 び 第 １ １ 条 に お い て 同 じ 。） は 、 そ の 業 務 を 行 う

ための事務所を設けなければならない。

２ 行政書士は、前項の事務所を２以上設けてはならない。

３ 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
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（帳簿の備付及び保存）

第９条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた

報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければな

らない。

２ 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から２年間保存

しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。

（行政書士の責務）

第１０条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害

するような行為をしてはならない。

（報酬の額の掲示等）

第１０条の２ 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の

額を掲示しなければならない。

２ 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利

便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成

し、これを公表するよう努めなければならない。

（依頼に応ずる義務）

第１１条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

（秘密を守る義務）

第１２条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た

秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

（会則の遵守義務）

第１３条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守ら

なければならない。

（研修）

第１３条の２ 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施す

る研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第５章 行政書士法人

（設立）

第１３条の３ 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人（第１条の２及

び 第 １ 条 の ３ 第 １ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） に規 定 す る 業 務 を 組 織 的 に 行 う こ と を 目 的

と し て 、 行 政 書 士 が 共 同 し て 設 立 し た 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） を設 立 す る こ と が
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できる。

（名称）

第１３条の４ 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければ

ならない。

（社員の資格）

第１３条の５ 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

２ 次に掲げる者は、社員となることができない。

一 第１４条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過

しない者

二 第１４条の２第１項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の

処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前３０日内にその社員であっ

た者でその処分を受けた日から３年（業務の全部の停止の処分を受けた場合にあ

っては、当該業務の全部の停止の期間）を経過しないもの

（業務の範囲）

第 １ ３ 条 の ６ 行 政 書 士 法 人 は 、 第 １ 条 の ２ 及び 第 １ 条 の ３ 第 １項 （ 第 ２ 号 を 除く 。） に

規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うこと

ができる。ただし、第１号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に

関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第２号に掲げる業務（以下「特

定 業 務 」 と い う 。） に つ い て は 、 社 員 の う ち に 当 該 特 定 業 務 を 行 う こ と が で き る 行

政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第１条の２及び第１条

の ３ 第 １ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） に 規 定 す る 業 務 に 準 ず る も の と し て 総 務 省 令 で 定

める業務の全部又は一部

二 第１条の３第１項第２号に掲げる業務

（登記）

第１３条の７ 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

２ 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これ

をもって第三者に対抗することができない。

（設立の手続）

第１３条の８ 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、共同

して定款を定めなければならない。

２ 会社法（平成１７年法律第８６号）第３０条第１項の規定は、行政書士法人の定

款について準用する。

３ 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 目的
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二 名称

三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

四 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあって

は、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員（以下「特定社員」と

いう。）であるか否かの別

五 社員の出資に関する事項

（成立の時期）

第１３条の９ 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ

とによって成立する。

（成立の届出等）

第１３条の１０ 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から２週間以内に、登記事

項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する

都道府県の区域に設立されている行政書士会（以下「主たる事務所の所在地の行政

書士会」という。）を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

２ 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を

作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

（定款の変更）

第１３条の１１ 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意に

よって、定款の変更をすることができる。

２ 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から２週間以内に、変更に係

る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会

に届け出なければならない。

（業務を執行する権限）

第１３条の１２ 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業

務を執行する権利を有し、義務を負う。

２ 特 定 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 行 政 書 士 法 人 に お け る 当 該 特 定 業 務 に つ い て

は、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する

権利を有し、義務を負う。

（法人の代表）

第１３条の１３ 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。

ただし、定款又は総社員の同意によって、業務を執行する社員のうち特に行政書士

法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

２ 特 定 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 行 政 書 士 法 人 に お け る 当 該 特 定 業 務 に つ い て

は、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書

士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によって、当該特定社員の
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うち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げ

ない。

３ 行政書士法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特

定の行為の代理を他人に委任することができる。

（社員の常駐）

第１３条の１４ 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県

の 区 域 に 設 立 さ れ て い る 行 政 書 士 会 の 会 員 で あ る 社 員 を 常 駐 さ せ な け れ ば な ら な

い。

（特定業務の取扱い）

第１３条の１５ 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る

特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができ

ない。

（社員の競業の禁止）

第１３条の１６ 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人

の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となってはならな

い。

２ 行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその行政書

士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は

第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。

（行政書士の義務に関する規定の準用）

第１３条の１７ 第８条第１項、第９条から第１１条まで及び第１３条の規定は、行政書

士法人について準用する。

（法定脱退）

第１３条の１８ 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。

一 行政書士の登録の抹消

二 定款に定める理由の発生

三 総社員の同意

四 第１３条の５第２項各号のいずれかに該当することとなったこと。

五 除名

（解散）

第１３条の１９ 行政書士法人は、次に掲げる理由によって解散する。

一 定款に定める理由の発生

二 総社員の同意

三 他の行政書士法人との合併
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四 破産手続開始の決定

五 解散を命ずる裁判

六 第１４条の２第１項第３号の規定による解散の処分

２ 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が１人になり、そのなった

日から引き続き６月間その社員が２人以上にならなかった場合においても、その６

月を経過した時に解散する。

３ 行政書士法人は、第１項第３号の事由以外の事由により解散したときは、解散の

日から２週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、

日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

（裁判所による監督）

第１３条の１９の２ 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

３ 行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道

府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

４ 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べるこ

とができる。

（解散及び清算の監督に関する事件の管轄）

第１３条の１９の３ 行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事

務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

（検査役の選任）

第１３条の１９の４ 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせ

るため、検査役を選任することができる。

２ 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

３ 裁判所は、第１項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対

して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該

行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

（合併）

第１３条の２０ 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併

することができる。

２ 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、

その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。

３ 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から２週間以内に、登記事項証明書

（合併により設立する行政書士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し）

を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書

士会連合会に届け出なければならない。

４ 合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併



- 16/43 -

powered by インターネット六法 .com

により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

（債権者の異議等）

第１３条の２０の２ 合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合

併について異議を述べることができる。

２ 合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている

債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第３号の期間は、１

月を下ることができない。

一 合併をする旨

二 合併により消滅する行政書士法人及び合併後存続する行政書士法人又は合併に

より設立する行政書士法人の名称及び主たる事務所の所在地

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、

官報のほか、第６項において準用する会社法第９３９条第１項の規定による定款の

定めに従い、同項第２号又は第３号に掲げる方法によりするときは、前項の規定に

よる各別の催告は、することを要しない。

４ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当

該合併について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人

は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に

弁済を受けさせることを目的として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融

機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和１８年法律第４３号）第１

条 第 １ 項 の 認 可 を 受 け た 金 融 機 関 を い う 。） を い う 。） に 相 当 の 財 産 を 信 託 し な け

ればならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、

この限りでない。

６ 会 社 法 第 ９ ３ ９ 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び第 ３ 項 、

第 ９ ４ ０ 条 第 １ 項 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ３ 項 、 第 ９ ４ １ 条 、 第 ９ ４

６条、第９４７条、第９５１条第２項、第９５３条並びに第９５５条の規定は、行

政書士法人が第２項の規定による公告をする場合について準用する。この場合にお

いて、同法第９３９条第１項及び第３項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の

方法」と、同法第９４６条第３項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるもの

とする。

（合併の無効の訴え）

第 １ ３ 条 の ２ ０ の ３ 会 社 法 第 ８ ２ ８ 条 第 １項 （ 第 ７ 号 及 び第 ８ 号 に 係 る 部分 に 限 る 。）

及 び 第 ２ 項 （ 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ３ ４ 条 （ 第 ７ 号 及 び 第

８ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ３ ５ 条 第 １ 項 、 第 ８ ３ ６ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 、 第

８３７条から第８３９条まで、第８４３条（第１項第３号及び第４号並びに第２項

た だ し 書 を 除 く 。） 並 び に 第 ８ ４ ６ 条 の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の 合 併 の 無 効 の 訴 え に

ついて、同法第８６８条第６項、第８７０条第２項（第６号に係る部分に限る。）、
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第 ８ ７ ０ 条 の ２ 、 第 ８ ７ １ 条 本 文 、 第 ８ ７ ２ 条 （ 第 ５ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第

８７２条の２、第８７３条本文、第８７５条及び第８７６条の規定はこの条におい

て準用する同法第８４３条第４項の申立てについて、それぞれ準用する。

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等）

第１３条の２１ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）

第４条並びに会社法第６００条、第６１４条から第６１９条まで、第６２１条及び

第６２２条の規定は行政書士法人について、同法第５８０条第１項、第５８１条、

第５８２条、第５８５条第１項及び第４項、第５８６条、第５９３条、第５９５条、

第５９６条、第５９９条第４項及び第５項、第６０１条、第６０５条、第６０６条、

第 ６ ０ ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 ６ １ １ 条 （ 第 １ 項 た だ し 書 を 除 く 。）、 第 ６ １ ２

条並びに第６１３条の規定は行政書士法人の社員について、同法第５８９条第１項

の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同

法第８５９条から第８６２条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を

執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合にお

いて、同法第６１３条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第６１５条第１項、

第６１７条第１項及び第２項並びに第６１８条第１項第２号中「法務省令」とある

のは「総務省令」と、同法第６１７条第３項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的

記録（行政書士法第１条の２第１項に規定する電磁的記録をいう。次条第１項第２

号 に お い て 同 じ 。）」 と 、 同 法 第 ８ ５ ９ 条 第 ２ 号 中 「 第 ５ ９ ４ 条 第 １ 項 （ 第 ５ ９ ８

条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）」 と あ る の は 「 行 政 書 士 法 第 １ ３ 条 の １

６第１項」と読み替えるものとする。

２ 会 社 法 第 ６ ４ ４ 条 （ 第 ３ 号 を 除 く 。）、 第 ６ ４ ５ 条 か ら 第 ６ ４ ９ 条 ま で 、 第 ６ ５

０条第１項及び第２項、第６５１条第１項及び第２項（同法第５９４条の準用に係

る 部 分 を 除 く 。）、 第 ６ ５ ２ 条 、 第 ６ ５ ３ 条 、 第 ６ ５ ５ 条 か ら 第 ６ ５ ９ 条 ま で 、 第

６６２条から第６６４条まで、第６６６条から第６７３条まで、第６７５条、第８

６３条、第８６４条、第８６８条第１項、第８６９条、第８７０条第１項（第１号

及 び 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ７ １ 条 、 第 ８ ７ ２ 条 （ 第 ４ 号 に 係 る 部 分 に

限 る 。）、 第 ８ ７ ４ 条 （ 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ７ ５ 条 並 び に

第８７６条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合に

おいて、同法第６４４条第１号中「第６４１条第５号」とあるのは「行政書士法第

１３条の１９第１項第３号」と、同法第６４７条第３項中「第６４１条第４号又は

第７号」とあるのは「行政書士法第１３条の１９第１項第５号若しくは第６号又は

第２項」と、同法第６５８条第１項及び第６６９条中「法務省令」とあるのは「総

務省令」と、同法第６６８条第１項及び第６６９条中「第６４１条第１号から第３

号まで」とあるのは「行政書士法第１３条の１９第１項第１号又は第２号」と、同

法第６７０条第３項中「第９３９条第１項」とあるのは「行政書士法第１３条の２

０の２第６項において準用する第９３９条第１項」と、同法第６７３条第１項中「第

５８０条」とあるのは「行政書士法第１３条の２１第１項において準用する第５８

０条第１項」と読み替えるものとする。
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３ 会社法第８２４条、第８２６条、第８６８条第１項、第８７０条第１項（第１０

号に係る部分に限る。）、第８７１条本文、第８７２条（第４号に係る部分に限る。）、

第８７３条本文、第８７５条、第８７６条、第９０４条及び第９３７条第１項（第

３ 号 ロ に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の 解 散 の 命 令 に つ い て 、 同 法 第

８ ２ ５ 条 、 第 ８ ６ ８ 条 第 １ 項 、 第 ８ ７ ０ 条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、

第 ８ ７ １ 条 、 第 ８ ７ ２ 条 （ 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ７ ３ 条 、

第 ８ ７ ４ 条 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ７ ５ 条 、 第 ８ ７ ６ 条 、

第９０５条及び第９０６条の規定はこの項において準用する同法第８２４条第１項

の申立てがあった場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用

する。

４ 会 社 法 第 ８ ２ ８ 条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ２ 項 （ 第１ 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ３ ４ 条 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ３ ５ 条 第 １ 項 、

第８３７条から第８３９条まで並びに第８４６条の規定は、行政書士法人の設立の

無効の訴えについて準用する。

５ 会 社 法 第 ８ ３ ３ 条 第 ２ 項 、 第 ８ ３ ４ 条 （ 第 ２ １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ８ ３

５条第１項、第８３７条、第８３８条、第８４６条及び第９３７条第１項（第１号

リ に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 は 、 行 政 書 士 法 人 の 解 散 の 訴 え に つ い て 準 用 す る 。

６ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なけ

ればならない。

７ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１６条の規定の適用については、行政書士

法人は、合名会社とみなす。

第６章 監督

（立入検査）

第１３条の２２ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間

を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関

する帳簿及び関係書類（これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存

が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。） を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。

２ 前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を

携帯させなければならない。

３ 当該職員は、第１項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票

を関係者に呈示しなければならない。

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

（行政書士に対する懲戒）

第１４条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の

処 分 に 違 反 し た と き 又 は 行 政 書 士 た る に ふ さ わ し く な い 重 大 な 非 行 が あ っ た と き
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は、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告

二 ２年以内の業務の停止

三 業務の禁止

（行政書士法人に対する懲戒）

第１４条の２ 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府

県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主た

る事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げ

る処分をすることができる。

一 戒告

二 ２年以内の業務の全部又は一部の停止

三 解散

２ 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事

の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務

所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分

をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものである

ときに限る。

一 戒告

二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての２年以内の

業務の全部又は一部の停止

３ 都道府県知事は、前２項の規定による処分を行ったときは、総務省令で定めると

ころにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にそ

の旨を通知しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結

了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、

なお存続するものとみなす。

５ 第１項又は第２項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場

合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、そ

の社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解しては

ならない。

（懲戒の手続）

第１４条の３ 何人も、行政書士又は行政書士法人について第１４条又は前条第１項若し

くは第２項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書

士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当

な措置をとることを求めることができる。

２ 前項の規定による通知があったときは、同項の都道府県知事は、通知された事実

について必要な調査をしなければならない。

３ 都道府県知事は、第１４条第２号又は前条第１項第２号若しくは第２項第２号の
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処分をしようとするときは、行政手続法第１３条第１項の規定による意見陳述のた

めの手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

４ 前項に規定する処分又は第１４条第３号若しくは前条第１項第３号の処分に係る

行政手続法第１５条第１項の通知は、聴聞の期日の１週間前までにしなければなら

ない。

５ 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

（登録の抹消の制限等）

第１４条の４ 都道府県知事は、行政書士に対し第１４条第２号又は第３号に掲げる処分

をしようとする場合においては、行政手続法第１５条第１項の通知を発送し、又は

同条第３項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなけ

ればならない。

２ 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、

都道府県知事から第１４条第２号又は第３号に掲げる処分の手続が結了した旨の通

知を受けるまでは、当該行政書士について第７条第１項第２号又は第２項各号の規

定による登録の抹消をすることができない。

（懲戒処分の公告）

第１４条の５ 都道府県知事は、第１４条又は第１４条の２の規定により処分をしたとき

は、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもって公告しなければならない。

第７章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

（行政書士会）

第１５条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、１箇の行政書士会を設立

しなければならない。

２ 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指

導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

３ 行政書士会は、法人とする。

４ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第４条及び第７８条の規定は、行政

書士会に準用する。

（行政書士会の会則）

第１６条 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 名称及び事務所の所在地

二 役員に関する規定

三 入会及び退会に関する規定

四 会議に関する規定

五 会員の品位保持に関する規定
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六 会費に関する規定

七 資産及び会計に関する規定

八 行政書士の研修に関する規定

九 その他重要な会務に関する規定

（会則の認可）

第１６条の２ 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可

を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令

で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

（行政書士会の登記）

第１６条の３ 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

２ 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これ

をもって第三者に対抗することができない。

（行政書士会の役員）

第１６条の４ 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

２ 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。

３ 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは

その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

（行政書士の入会及び退会）

第１６条の５ 行政書士は、第６条の２第２項の規定による登録を受けた時に、当然、そ

の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員とな

る。

２ 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があっ

たときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されてい

る行政書士会の会員となる。

３ 行政書士は、第７条第１項各号の一に該当するに至ったとき又は同条第２項の規

定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退

会する。

（行政書士法人の入会及び退会）

第１６条の６ 行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の

会員となる。

２ 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、

又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事

務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

３ 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属す

る都道府県の区域内に事務所を有しないこととなったときは、旧所在地においてそ



- 22/43 -

powered by インターネット六法 .com

の旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会す

る。

４ 行政書士法人は、第２項の規定により新たに行政書士会の会員となったときは、

会員となった日から２週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その

旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならな

い。

５ 行政書士法人は、第３項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日か

ら２週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に

届け出なければならない。

６ 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

（行政書士会の報告義務）

第１７条 行政書士会は、毎年１回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に

報告しなければならない。

２ 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府

県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければ

ならない。

（日本行政書士会連合会）

第１８条 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければ

ならない。

２ 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進

歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並び

に行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

（日本行政書士会連合会の会則）

第１８条の２ 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 第１６条第１号、第２号及び第４号から第７号までに掲げる事項

二 第１条の３第２項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定

三 行政書士の登録に関する規定

四 資格審査会に関する規定

五 その他重要な会務に関する規定

第１８条の３ 削除

（資格審査会）

第１８条の４ 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。

２ 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第６条の２第２項の規定に

よる登録の拒否、第６条の５第１項の規定による登録の取消し又は第７条第２項の

規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
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３ 資格審査会は、会長及び委員４人をもって組織する。

４ 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもって充てる。

５ 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経

験者のうちから委嘱する。

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

７ 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、

総務省令で定める。

（行政書士会に関する規定の準用）

第１８条の５ 第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の２から第１６条の４までの規

定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第１６条の２中「都

道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

（監督）

第１８条の６ 都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につ

き、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告す

ることができる。

第８章 雑則

（業務の制限）

第１９条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第１条の２に規定する業務を

行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容

易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験

又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、こ

の限りでない。

２ 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に

係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

（名称の使用制限）

第１９条の２ 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはなら

ない。

２ 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはな

らない。

３ 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政

書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

（行政書士の使用人等の秘密を守る義務）
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第１９条の３ 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、

その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士

又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

（資質向上のための援助）

第１９条の４ 総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提

供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

（総務省令への委任）

第２０条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書

士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第９章 罰則

第２０条の２ 第４条の７第１項の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。

第 ２ ０ 条 の ３ 第 ４ 条 の １ ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 試 験 事 務 の 停 止 の 命 令 に 違 反 し た と き

は、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する。

第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。

一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格

につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二 第１９条第１項の規定に違反した者

第２２条 第１２条又は第１９条の３の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処する。

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第２２条の２ 第４条の７第２項の規定に違反して不正の採点をした者は、３０万円以下

の罰金に処する。

第２２条の３ 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関

の役員又は職員は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第４条の１０の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿

に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第４条の１２第１項又は第２項の規定による報告を求められて、報告をせず、
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若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。

三 第４条の１３第１項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止した

とき。

第２２条の４ 第１９条の２の規定に違反した者は、１００万円以下の罰金に処する。

第２３条 第９条又は第１１条の規定に違反した者は、１００万円以下の罰金に処する。

２ 行政書士法人が第１３条の１７において準用する第９条又は第１１条の規定に違

反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、１００万円以下の罰金

に処する。

第２３条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第１３条の２０の２第６項において準用する会社法第９５５条第１項の規定に

違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法

務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しく

は記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者

二 第１３条の２２第１項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避し

た者

第２３条の３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条第１号の違反行為をしたときは、その行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第２４条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第１６条の３第１項（第１８条の５に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 政 令 に 違 反 し て 登 記 を す る こ と を 怠

ったときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、３０万円以下

の過料に処する。

第２５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１００万円以下の過料に処する。

一 第１３条の２０の２第６項において準用する会社法第９４６条第３項の規定に

違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 正当な理由がないのに、第１３条の２０の２第６項において準用する会社法第

９５１条第２項各号又は第９５５条第２項各号に掲げる請求を拒んだ者

第２６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、

３０万円以下の過料に処する。

一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

二 第１３条の２０の２第２項又は第５項の規定に違反して合併をしたとき。

三 第１３条の２０の２第６項において準用する会社法第９４１条の規定に違反し
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て同条の調査を求めなかったとき。

四 定款又は第１３条の２１第１項において準用する会社法第６１５条第１項の会

計帳簿若しくは第１３条の２１第１項において準用する同法第６１７条第１項若

しくは第２項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若し

くは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

五 第１３条の２１第２項において準用する会社法第６５６条第１項の規定に違反

して破産手続開始の申立てを怠ったとき。

六 第１３条の２１第２項において準用する会社法第６６４条の規定に違反して財

産を分配したとき。

七 第１３条の２１第２項において準用する会社法第６７０条第２項又は第５項の

規定に違反して財産を処分したとき。

附則

１ この法律は、昭和２６年３月１日から施行する。

２ この法律施行の際、現に第１条に規定する業務を行っている者（第５条第１号か

ら 第 ４ 号 ま で の 一 に 該 当 す る 者 を 除 く 。） で、 同 条 に 規 定 す る 業 務 を 行 っ た 年 数 を

通算して３年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。

３ 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から２月以内に、

その業務を行っている都道府県において、第６条の規定による登録を受け、及び出

張所を設けている者にあっては第８条第２項の規定による認可を受けなければなら

ない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日に

おいて、行政書士の資格を失う。

４ 第２項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第１条に規定する業務を行っ

て い る 者 （ 第 ５ 条 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 一 に 該 当 す る 者 を 除 く 。） は 、 こ の 法 律

施行後１年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場

合においては、その者に対して、第７条から第１４条まで及び第２２条の規定並び

に第２３条第１号及び第２号の罰則を準用する。

５ 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日か

ら２月以内に、その業務を行っている都道府県において、第６条の規定に準じて都

道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登

録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、

行政書士の業務を行うことができない。

７ この法律施行の際、現に第１条に規定する業務を行っている者又は同条に規定す

る業務を行った年数を通算して１年以上になる者は、この法律施行後３年を限り、

第３条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。

８ この法律施行の際、現に第１条に規定する業務を行っている者のその業務に関す

る報酬の額については、第９条第１項の規定により都道府県知事が報酬の額を定め

るまでは、従前の額をもって同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。

９ この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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１０ 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところ

によるものとし、その条例は、第１条の２第２項及び第１９条第１項ただし書の規

定の適用については、法律とみなす。

附則 （昭和２６年６月１５日法律第２３７号） 抄

１ この法律は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

附則 （昭和３５年５月２０日法律第８６号）

（施行期日）

１ この法律は、昭和３５年１０月１日から施行する。ただし、附則第２項から第５項ま

での規定は、公布の日から施行する。

（行政書士会に関する経過規定）

２ この法律の公布の際現に存する行政書士会は、この法律の施行前に、この法律による

改 正 後 の 行 政 書 士 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 １ ６ 条 及 び 第１ ６ 条 の ２ の 規定 の 例 に

より、会則を変更し、都道府県知事の認可を受けることができる。

３ 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、

この法律による改正前の行政書士法の規定により設立された行政書士会は、同項の規定

により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による行

政書士会として存続するものとする。

４ 行政書士は、この法律の公布の日から同法の施行の日の前日までの間において、新法

第１５条から第１６条の２までの規定の例により、会則を定めて都道府県知事の認可を

受け、行政書士会を設立することができる。

５ 前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるもの

とし、当該行政書士会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたも

のとみなす。

（行政書士会連合会の設立）

６ 新法の規定による行政書士会は、この法律の施行後３月以内に、新法第１８条の規定

による行政書士会連合会を設立しなければならない。

（自治省令への委任）

７ この法律による改正前の行政書士法の規定による行政書士会及び行政書士会連合会の

解散に関し必要な事項は、自治省令で定める。

附則 （昭和３５年６月３０日法律第１１３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、昭和３５年７月１日から施行する。

附則 （昭和３９年６月２日法律第９３号）

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。
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（従前の行政書士に関する経過規定）

２ この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第２条第２項第５号の改正

規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。

附則 （昭和４３年６月３日法律第８９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６箇月をこえない範囲内において政令で定める日

から施行する。

附則 （昭和４６年６月４日法律第１０１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律中、次条第２項及び第４項の規定は公布の日から、第１条、次条第１項、

第３項及び第５項並びに附則第３条の規定は公布の日から起算して６月をこえない

範囲内で政令で定める日から、第２条、附則第４条及び附則第５条の規定は第１条

の規定の施行の日から起算して１年を経過した日から施行する。

（第１条の規定による改正に伴う経過措置）

第２条 第１条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の行政書士法（以下この

条において「旧法」という。）による行政書士会（以下「旧行政書士会」という。）

は、第１条の規定による改正後の行政書士法（以下この条において「新法」という。）

に よ る 法 人 た る 行 政 書 士 会 （ 以 下 「 新 行 政 書 士 会 」 と い う 。） と な り 、 旧 行 政 書 士

会の役員は、退任するものとする。

２ 旧行政書士会は、第１条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定

に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選

任しておかなければならない。

３ 第１条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会（以下「旧連合会」

と い う 。） は 、 新 法 に よ る 法 人 た る 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 （ 以 下 「 新 連 合 会 」 と い

う。）となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。

４ 旧連合会は、第１条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、

新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を

選任しておかなければならない。

５ 第１条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（第２条の規定による改正に伴う経過措置）

第 ４ 条 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 行 政 書 士法 （ 以 下 「 新 法 」と い う 。） 第 ５条 第 ５ 号

の規定の適用については、第２条の規定による改正前の行政書士法（以下「旧法」

と い う 。） 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 登 録 の 取 消 し の 処 分 を 受 け た 者 は 、 新 法 第

１４条第１項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。

２ 旧法の規定により都道府県知事に対して行なった登録の申請は、第２条の規定の
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施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なった登録の申請とみ

なす。

３ 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第２条の規定の施行の日以後は、新法

の規定による行政書士名簿の登録とみなす。

４ 旧法の規定により都道府県知事が行なった登録に関する処分に不服がある者の不

服申立てについては、なお従前の例による。

５ 都道府県知事は、第２条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士

名 簿 そ の 他 行 政 書 士 の 登 録 に 関 す る 書 類 を 行 政 書 士 会 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な

い。

６ 新法第６条第３項の規定は、第２条の規定の施行の日以後にする新法第６条の２

第１項の規定による登録の申請について適用する。

７ 新法第９条第２項の規定は、第２条の規定の施行の際現に旧法第１０条第２項の

規 定 に よ り 保 存 さ れ な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 帳 簿 （ そ の 関 係 書 類 を 含 む 。）

の保存についても、適用する。

８ 第２条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

附則 （昭和５５年４月３０日法律第２９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和５５年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、

この法律による改正後の行政書士法第１条の２第２項の規定にかかわらず、他人の依頼

を受け報酬を得て、社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）第２条第１項第１号

及び第２号に掲げる事務を業とすることができる。

３ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 （昭和５８年１月１０日法律第２号）

（施行期日）

１ この法律は、昭和５８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この法律施行の際現に行政書士である者及びこの法律による改正前の行政書士法第４

条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法（以

下 「 新 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 行 政 書 士 と な る 資 格を 有 す る も の とみ な す 。

３ 行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起

算して６月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書

士会の会員となることができるものとし、当該６月を経過する日までに当該行政書士会

の会員とならなかったときは、その翌日において新法第７条第１項第３号に該当するこ

ととなったものとみなして、同項の規定を適用する。



- 30/43 -

powered by インターネット六法 .com

附則 （昭和５８年１２月１０日法律第８３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第１４条、第１６条、第１９条及び第２０条の規定、第２２条の規定（診療放

射 線 技 師 及 び 診 療 エ ッ ク ス 線 技 師 法 第 １ ２ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で の 改 正 規 定 を 除

く 。） 並 び に 第 ５ ０ 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 ４ 条 、 第 ５ 条 、 第 １ ７ 条 及 び 第 １ ８ 条

の規定 昭和５９年１０月１日

（その他の処分、申請等に係る経過措置）

第１４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条

及 び 第 １ ６ 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ り さ

れ た 許 可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 処 分 等 の 行 為 」 と い う 。）

又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可

等 の 申 請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 等 の 行 為 」 と い う 。） で 、 こ の

法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに

基 づ く 命 令 を 含 む 。） の 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の 法 律 の 施

行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれ

の法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 （昭和６０年６月１４日法律第５８号）

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、附則第９項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 行 政 書 士法 （ 以 下 「 旧 法 」と い う 。） の 規定 に よ り

行 政 書 士 会 に さ れ て い る 登 録 の 申 請 は 、 改 正 後 の 行 政 書 士法 （ 以 下 「 新 法」 と い う 。）

の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。

３ この法律の施行の際現に旧法第６条の５第１項の規定により行政書士会にされている

登録の移転の申請は、新法第６条の４の規定により日本行政書士会連合会にされた変更

の登録の申請とみなす。

４ この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に

係る手数料については、なお従前の例による。

５ 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。

６ 旧 法 の 規 定 に よ り 行 政 書 士 会 が 行 っ た 登 録 に 関 す る 処 分 に 不 服 が あ る 者 の 審 査 請 求

（ 施 行 日 前 に 旧 法 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 起 さ れ た 審査 請 求 を 含 む 。） につ い

ては、なお従前の例による。
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７ 新法第６条の５の規定は、施行日以後に新法第６条の２第１項の規定により日本行政

書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。

８ 行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の

登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。

９ 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法

の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。

１０ 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行

政書士会の会員であった行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員と

なる。

１１ 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行

政書士会以外の行政書士会の会員であった行政書士は、施行日において、当然、従前の

行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

１２ この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第１４条及び第１７条の

規定の適用については、なお従前の例による。

１３ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 （昭和６１年１２月２６日法律第１０９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 （平成３年４月２日法律第２５号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成３年７月１日から施行する。

附則 （平成５年１１月１２日法律第８９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政手続法（平成５年法律第８８号）の施行の日から施行する。

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

第２条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法

第１３条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手

続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当

該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の

関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第１３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
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第１４条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不

利 益 処 分 に 係 る も の を 除 く 。） 又 は こ れ ら の た め の 手 続 は 、 こ の 法 律 に よ る 改 正 後

の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

（政令への委任）

第１５条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な

経過措置は、政令で定める。

附則 （平成９年６月１８日法律第８４号） 抄

（施行期日等）

１ この法律は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

２ この法律による改正後の行政書士法第５条第３号の規定は、この法律の施行の日以後

に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。

（経過措置）

３ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 （平成１１年７月１６日法律第８７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条中地方自治法第２５０条の次に５条、節名並びに２款及び款名を加える

改正規定（同法第２５０条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係

る 部分 に 限る 。）に限 る。）、 第４０ 条中自 然公 園法附 則第 ９項及 び第１ ０項 の改

正 規 定 （ 同 法 附 則 第 １ ０ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ２ ４ ４ 条 の 規 定 （ 農 業 改 良

助長法第１４条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第４７２条の規定（市

町村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第１７条の改正規定に係る部

分 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 ７ 条 、 第 １ ０ 条 、 第 １ ２ 条 、 第 ５ ９ 条 た だ し 書 、 第 ６

０条第４項及び第５項、第７３条、第７７条、第１５７条第４項から第６項まで、

第１６０条、第１６３条、第１６４条並びに第２０２条の規定 公布の日

（行政書士法の一部改正に伴う経過措置）

第１５３条 施行日前に第４６４条の規定による改正前の行政書士法第４条の規定による

行政書士試験に合格した者は、第４６４条の規定による改正後の同法第３条の規定

による行政書士試験に合格したものとみなす。

（国等の事務）

第１５９条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の

施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又

は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第１６１条において

「 国 等 の 事 務 」 と い う 。） は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 は 、 地 方 公 共 団 体 が 法 律 又 は こ れ
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に基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

（処分、申請等に関する経過措置）

第１６０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この

条 及 び 附 則 第 １ ６ ３ 条 に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定

によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」と

い う 。） 又 は こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 法 律 の 規 定 に よ り さ れ て

い る 許 可 等 の 申 請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 等 の 行 為 」 と い う 。）

で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異な

ることとなるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律

（ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。） の 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の

法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の

それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の

機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律

の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づ

く政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規

定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続

をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この

法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（不服申立てに関する経過措置）

第１６１条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以

下 こ の 条 に お い て 「 処 分 庁 」 と い う 。） に施 行 日 前 に 行 政 不 服 審 査 法 に 規 定 す る 上

級 行 政 庁 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 上 級 行 政 庁 」 と い う 。） が あ っ た も の に つ い て の

同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き

上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合に

おいて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の

上級行政庁であった行政庁とする。

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であ

るときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、

新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とする。

（手数料に関する経過措置）

第１６２条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命

令 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 納 付 す べ き で あ っ た 手 数 料 に つ い て は 、 こ の 法 律 及 び こ

れに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第１６３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
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による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１６４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（検討）

第 ２ ５ ０ 条 新 地 方 自 治 法 第 ２ 条 第 ９ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 第 １ 号 法 定 受 託 事 務 に つ い て

は、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第

１に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を

推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第２５１条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経

済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。

附則 （平成１１年７月１６日法律第１０４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の

日から施行する。

（政令への委任）

第４条 前２条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 （平成１１年１２月８日法律第１５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。

（経過措置）

第３条 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規

定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律

による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例によ

る。

一から二十五まで 略

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

附則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄
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（施行期日）

第 １ 条 こ の 法 律 （ 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 を 除 く 。） は、 平 成 １ ３ 年１ 月 ６ 日 か ら 施行 す る 。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を

改 正 す る 法 律 附 則 の 改 正 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 １ ３ ０ ５ 条 、 第 １ ３ ０ ６

条、第１３２４条第２項、第１３２６条第２項及び第１３４４条の規定 公布の

日

附則 （平成１３年６月２９日法律第７７号）

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１４年７月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、そ

の会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、

この法律の施行の際現に行政書士法第１４条第１項の規定により業務の停止の処分

を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことがで

きることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。

附則 （平成１４年７月３１日法律第９８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第 １ 章 第 １ 節 （ 別 表 第 １ か ら 別 表 第 ４ ま で を 含 む 。） 並 び に 附 則 第 ２ ８ 条 第 ２

項、第３３条第２項及び第３項並びに第３９条の規定 公布の日

（罰則に関する経過措置）

第３８条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけ

る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第３９条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成１４年１２月１３日法律第１５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４

年法律第１５１号）の施行の日から施行する。
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（罰則に関する経過措置）

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第５条 前３条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附則 （平成１５年７月１６日法律第１１９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）の施行の日から

施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第６条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。

附則 （平成１５年７月３０日法律第１３１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年８月１日から施行する。ただし、附則第５条の規定は、

公布の日から施行する。

（行政書士法人の業務の特例）

第２条 行政書士法の一部を改正する法律（昭和５５年法律第２９号）附則第２項の規定

により社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）第２条第１項第１号及び第２

号 に 掲 げ る 事 務 を 業 と す る こ と が で き る 行 政 書 士 を そ の 社 員 と す る 行 政 書 士 法 人

は、当該事務を業とすることができる。

２ 行政書士法人が前項の事務を業とする場合においては、当該事務をこの法律によ

る 改 正 後 の 行 政 書 士 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 １ ３ 条 の ６ た だ し 書 に 規 定 す る

特定業務とみなし、当該事務を業とすることができる行政書士を新法第１３条の８

第３項第４号に規定する特定社員とみなして、新法の規定を適用する。

（日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置）

第３条 新法第１４条の４第１項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）

前に行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条第１項の通知を発送し、又は同

条第３項前段の掲示をした場合については、適用しない。

（行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置）

第４条 新法第１４条の５の規定は、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法第１

４条第１項の規定による処分をした場合については、適用しない。
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（行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置）

第５条 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い

必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総

務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可

の効力は、施行日から生ずるものとする。

（名称の使用制限に関する経過措置）

第６条 この法律の施行の際現にその名称中に行政書士法人、行政書士会若しくは日本行

政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、新法第１

９条の２第２項又は第３項の規定は、この法律の施行後６月間は、適用しない。

附則 （平成１６年６月２日法律第７６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、破産法（平成１６年法律第７５号。次条第８項並びに附則第３条第

８項、第５条第８項、第１６項及び第２１項、第８条第３項並びに第１３条におい

て 「 新 破 産 法 」 と い う 。） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ４ ８ 条 の 規 定 は 行

政書士法の一部を改正する法律（平成１５年法律第１３１号）の施行の日又はこの

法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

（罰則の適用等に関する経過措置）

第１２条 施行日前にした行為並びに附則第２条第１項、第３条第１項、第４条、第５条

第１項、第９項、第１７項、第１９項及び第２１項並びに第６条第１項及び第３項

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１４条 附則第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１６年６月９日法律第８７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第３条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。
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附則 （平成１６年６月１８日法律第１２４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則 （平成１６年１２月１日法律第１５０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

附則 （平成１７年７月２６日法律第８７号） 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則 （平成１７年１０月２１日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

（行政書士法の一部改正に伴う経過措置）

第８４条 第４２条の規定による改正後の行政書士法第２条の規定の適用については、同

条第６号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又

は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。

２ 第４２条の規定による改正前の行政書士法第２条の２第５号に規定する処分を受

けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

（罰則に関する経過措置）

第１１７条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第９

条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第３８条の

８ （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 の 失 効 前 に し た 行 為 、 こ の 法 律

の施行後附則第１３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵

便 振 替 法 第 ７ ０ 条 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 の 失 効 前 に し た

行為、この法律の施行後附則第２７条第１項の規定によりなおその効力を有するも

の と さ れ る 旧 郵 便 振 替 預 り 金 寄 附 委 託 法 第 ８ 条 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規

定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第３９条第２項の規定によりなおそ

の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 旧 公 社 法 第 ７ ０ 条 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規

定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第４２条第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧公社法第７１条及び第７２条（第１５号に係る部分

に 限 る 。） の 規 定 の 失 効 前 に し た 行 為 並 び に 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る
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場合における郵政民営化法第１０４条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 （平成１８年６月２日法律第５０号） 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則 （平成１８年６月７日法律第５３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。

附則 （平成１９年６月２７日法律第９６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２０年１月１７日法律第３号）

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年７月１日から施行する。

（経過措置）

第 ２ 条 こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 行 政 書 士 法 （以 下 「 新 法 」 と いう 。） 第 ２ 条 の２ 第 ４ 号

の 規 定 は こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） 以 後 に 同 号 に 規 定 す る 刑

に処せられた者について、新法第２条の２第５号から第７号までの規定は施行日以

後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前にこの法律

に よ る 改 正 前 の 行 政 書 士 法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 の ２ 第 ４ 号 に 規 定 す る

刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由及び施行日前に旧法第２条の２第５号か

ら第７号までの規定に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由について

は、なお従前の例による。

２ 新法第２条の２第８号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者に

ついて適用する。

３ 新法第１３条の５第２項第２号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受

けた場合について適用し、施行日前に旧法第１３条の５第２項第２号に規定する処

分を受けた場合の当該処分に係る社員の欠格事由については、なお従前の例による。

４ 新法第１４条第２号の規定は、行政書士の施行日以後にした新法若しくは新法に

基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふ

さわしくない重大な非行について適用し、行政書士の施行日前にした旧法若しくは

旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士た

るにふさわしくない重大な非行については、なお従前の例による。

５ 新法第１４条の２第１項第２号及び第２項第２号の規定は、行政書士法人の施行

日以後にした新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違
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反する行為又は著しく不当と認められる運営について適用し、行政書士法人の施行

日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反

する行為又は著しく不当と認められる運営については、なお従前の例による。

附則 （平成２３年５月２５日法律第５３号）

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則 （平成２３年６月２４日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成２５年６月１４日法律第４４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６

号 。 以 下 「 通 則 法 改 正 法 」 と い う 。） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第１４条第２項、第１８条及び第３０条の規定 公布の日

（行政書士法の一部改正に伴う経過措置）

第１１条 第４１条の規定による改正後の行政書士法（次項において「新行政書士法」と

い う 。） 第 ２ 条 第 ６ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 特 定 独 立 行 政 法 人 の 役 員 又 は 職 員

として行政事務に相当する事務を担当した期間は、同号に規定する行政執行法人の

役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間とみなす。

２ 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から３

年を経過しない者は、新行政書士法第２条の２第５号に該当する者とみなす。

（処分等の効力）

第２８条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命



- 41/43 -

powered by インターネット六法 .com

令 を 含 む 。） の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ き 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 で あ っ て こ の

法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条におい

て 「 新 法 令 」 と い う 。） に 相 当 の 規 定 が あ る も の は 、 法 律 （ こ れ に 基 づ く 政 令 を 含

む 。） に 別 段 の 定 め の あ る も の を 除 き 、 新 法 令 の 相 当 の 規 定 に よ っ て し た 又 は す べ

き処分、手続その他の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第２９条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有する

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第３０条 附則第３条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。） は、 政 令 （ 人 事 院 の 所 掌 す る 事 項 に つ い

ては、人事院規則）で定める。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行す

る。

（経過措置の原則）

第５条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係

る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、

なお従前の例による。

（訴訟に関する経過措置）

第６条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決

定 そ の 他 の 行 為 を 経 た 後 で な け れ ば 訴 え を 提 起 で き な い こ と と さ れ る 事 項 で あ っ

て、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含

む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によ

る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） に よ り 異 議 申 立 て が 提 起 さ れ た 処 分 そ の 他 の 行 為 で

あって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を

経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消

しの訴えの提起については、なお従前の例による。
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３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、

この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第９条 この法律の施行前にした行為並びに附則第５条及び前２条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０条 附則第５条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２６年６月２７日法律第８９号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。

附則 （平成２６年６月２７日法律第９１号） 抄

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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